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○発明の名称を「加湿機」とする発明について，引用発明に基づいて容易に発明をする

ことができたとして特許を無効とした審決を，容易想到性の判断に誤りがあるとして取

り消した事例。 

（関連条文）特許法２９条２項  

（関連する権利番号等）無効２０１４－８００２０２号事件（本件審判），特許

第４６６６５１６号（本件特許権），特開２００６－７１１４５号公報（引用例） 

 

本件は，原告が，本件特許権の請求項１～３に係る発明についての特許を無効にする旨

の審決の取消しを求めた事案である。  

 本件審決の理由の要旨は，本件発明は，引用発明及び引用例２に記載された技術事項に

基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規

定により特許を受けることができないものであるなどというものである。  

 本判決は，概要，以下のとおり判断して，本件審決における相違点１（本件発明１では，

トレイ水位検知部が「水不足の水位」に達したことを検知し，制御部が「前記送風機を回

転させている加湿運転中に前記トレイ水位検知部から検知出力を受けたとき，所定時間が

経過するまで前記送風機の回転を継続させる」のに対して，引用発明では，フロートスイ

ッチ１４の「第１の基準位置における接点」が「水面高さが第１の基準位置Ｈ１より低く

なると」オフになり，ＣＰＵ１０が「タンク挿入部４１の水面高さが第１の基準位置Ｈ１

より下がると，水蒸気発生回路１８を介してファン２０を停止」する点。）に係る容易想到

性の判断には誤りがあるとして，本件審決を取り消した。  

 (1) 引用発明における「第１の基準位置Ｈ１で検知する水位」とは，液体収容部におけ

る液量不足の判断基準となる液面高さ（水位）であり，加湿部が適正に加湿空気を生成す

るために必要な液面高さの下限位置（水位）であって，液面高さ（水位）がそれより低く

なったことが検出されると加湿部の動作が停止されるものである。  

 (2) …引用例２における「一定の水位」は，それを下回る水位でも加湿機能が適正に動

作して加湿空気を生成することができ，それを下回る水位が検出された後も加湿機能の動

作を行わせることを前提とするものであるということができる。  

 (3) 以上によれば，…引用例２の「一定の水位」は，フロートスイッチ１４の「第１の

基準位置における接点」とは水位の性質（それを下回る水位でも加湿機能が適正に動作で

きるか否か及び加湿機能の動作を行わせることを前提としているか否かという点）におい

て明らかに相違し，かつ，引用発明には，上記性質において共通する「第２の基準位置Ｈ

２における接点」が既に構成として備わっているにもかかわらず，引用発明において，フ



ロートスイッチ１４の「第１の基準位置における接点」を引用例２の「一定の水位」を検

知する構成に置き換える動機付けがあるということはできない。 

 (4) さらに，引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における

接点」を，引用例２に記載された技術事項（それを下回る水位が検出された後も加湿機能

の動作を行われせることを前提した「一定の水位」を検出対象とするもの）に置き換える

と，引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における接点」は，

液面高さが「第１の基準位置」を下回ったことを検出しても加湿機能を引き続き動作させ

ることになるから，引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１にお

ける接点」に係る構成により奏するとされる，加湿部の動作を自動的に停止して液体収容

槽の液体の残量がないときにファンを無駄に動作させることを防止できるという効果は，

損なわれることになる。 

 そうすると，引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における

接点」を，引用例２に記載された技術事項である，「一定の水位」を検知する構成に置き換

えることには，阻害要因があるというべきである。  

 


